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人権ふれあい学習会(２月１８日）に参加されたみなさんの、アンケー

トに寄せられた感想を紹介します。平和・核兵器廃絶について考える参

考にしていただくことをお願いいたします。 

※学習会の内容　「ヒロシマの被爆の実態から学ぶ」 

　　　　　ＤＶＤ視聴　①「被爆証言者　切明千枝子さん　の証言」 

②「ヒロシマに一番電車が走った」　 

 

 

 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

被爆当時、全車両１２３両のうち、１０８両が被害を受けました。被
爆電車として有名な６５０形は、当時５両が製造され、現在４両が現存
しています。そのうち２両は現在も走り続けています。（車体の上部がク
リーム色で下部が緑色の電車です） 

人権ふれあいだより 

竹原市人権センター 

(２２―７７３６

・戦争のない世界にするために、み 

んなに伝えていきたい。 

・戦争は絶対にしてはならない。核 

兵器は使ってはならない。 

・明日が来ることを目標に、人との 

つながりを大切にしたい。 

・今、非核３原則が崩れようとして 

いる。軍事費が増やされようとしていることが十分な議論がない中で進めら 

れていることが怖い。 

・切明さんの「戦争は人間の手で起こすから、人間の手で止められないことは 

ない」という言葉を大切にしていきたい。若い人への継承が大事。 

・切明さんの証言のように、「原爆を発明し研究した知恵を、世界の人が平和で

仲良く生活していけることに使ってほしかった」と思う。 

・今日のＤＶＤ視聴で、切明さんの被爆当時の大変な状況、多くの命が失われ

たこと、復興に向けての第一歩の電車はみんなに希望を与え 

たこと、忘れてはいけない。後生に伝えていきたい。 

・憎しみを超えて、平和を求めていくことが大事だと思う。 

・今日の学習会はとても心に残りました。これから子や孫の世代で 

戦争がおこらないことを熱望します。 

参加されたみなさんありがとうございました。 

＜２０２６年（令和８年）３月５日　発行 〉

ヒロシマの被爆の実相を後世に伝えよう



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９０８年（明治４１年）３月８日、不景気のどん底にあったニューヨークで働く女性が「パ

ンをよこせ！女性に参政権を！」と集会を開きました。１９１０年（明治４３年）にコペンハ

ーゲンで開催された世界会議で、ドイツのクララ・ツェトキンが「この日を政治的、社会的な

男女不平等のすべてをなくし、世界の平和と戦争反対のための日としよう」と提唱したことか

ら、１９７５年（昭和５０年）に国際連合が３月８日を「国際女性デー」と定めました。毎年

世界や国内各地で女性の地位向上にむけて、集会などが開かれています。 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

おめでとうございます 

　　グラウンドゴルフ教室      

    　2 月 5 日の結果 

【むなこしグラウンドゴルフ場】 

第１位　上岡　昭徳　さん 

第２位　胡　小夜子　さん 

第３位　甘崎　建三　さん 

困ったときは、一人で悩まないで 

相談してください 

☆人権相談 

差別・いじめ・いやがらせ等 

・竹原市人権センター　□２２－７７３６ 

（月～金午前 8 時３０分～午後５時１５分） 

・人権擁護委員による相談 

毎月第３水曜日　午前９時～１２時 

竹原市人権センター（予約不要） 

☆ＤＶ相談 

　・竹原市 DV 専門相談窓口 

竹原市人権センター□２２－７７４８ 

（月～金　午前８時３０分～午後５時１５分） 

緊急の場合は１１０番へ 

３月行事・教室の予定

【人権豆知識コーナー】法務省の人権啓発活動強調事項、17 項目の（１７）を紹介します。 

（１７）震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう 

　震災等の大きな災害の発生時において、不確かな情報に基づいて他人を不当に取り扱ったり、

偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動をとることは、重大な人権侵害に

なり得るだけでなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。正しい情報と冷静な判断に基づき 

一人一人が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼びかけていくことが必要です。 

☆グラウンドゴルフ教室  5 日 （むなこしグランド） 　午前９時００分～ 

☆着付け教室   9 日・23 日  　 　午後１時００分～ 

☆パソコン教室   ３日・１０日・24 日  　午後７時３０分～ 

☆カラオケ教室  毎週木曜日   　午後１時３０分～ 

☆はんこクラブ  毎週金曜日 　　　　   午後１時３０分～ 

皆様へ　　２０２５年度（令和７年度）が今月で終了します。一年間人権セン
ターの事業にご協力いただきありがとうございました。来年度も、人権と福祉
の向上をめざして様々な事業を展開してまいりますので、ご理解、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。 

３月８日は　『国際女性デー」　です 


